令和８年度
西和賀町の観光資源を生かした旅行商品造成事業補助金募集要項





　西和賀町観光協会では、西和賀町への誘客促進を図るため、旅行会社等による新たな旅行商品の造成及び販売に要する経費に対し補助金を交付します。
　本補助金の交付を希望される方は、交付要綱をご確認の上申請ください。
１ 補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている法人、団体、個人とします。
２ 補助対象事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たした旅行商品（募集型企画旅行、受注　型企画旅行）を企画・造成及び催行する事業とします。
(1)　町内の観光資源を活用した新規性・テーマ性のある旅行商品であること。
(2)　町外からの誘客に寄与する旅行商品であること。
(3)　旅行人数が10人以上の旅行商品であること。
(4)　 町内の複数の観光施設、土産物施設、飲食施設等に立ち寄ること。
３ 補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　(1)　旅行商品の造成に要する経費
　　ア　旅行商品の企画開発に要する経費
　　イ　パンフレット・チラシの製作に要する経費
　　ウ　広告宣伝に要する経費
　(2)　旅行商品の催行に要する経費
　　ア　町内での飲食、宿泊、施設利用、体験等に要する経費
　　イ　交通費（発着地から町内への交通費を含む）
４　補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　補助対象経費の３分の１以内の額（千円未満切り捨て）とし、１申請当たり200,000円を上　限ととします。また、１補助事業者当たりの補助回数は年度内に１回とします。
５ 補助対象期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　補助金の交付を決定した日から令和９年３月30 日（火）までとします。ただし、催行時期　が交付決定を受けた年度の翌年度になることも可能とします。
６ 申請方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　(1)　提出書類
ア 補助金交付申請書
イ 事業計画書
ウ 収支計画書
 エ 各年度の出来高見込書(催行時期が交付決定を受けた年度の翌年度になる場合のみ提出)
　(2)　提出期限　　令和９年２月26日（金）まで
　(3)　提出先及び提出方法
　　　必要書類を西和賀町観光協会に郵送、持参又はメールにて提出してください。
　(４)　様式等の入手方法
　　　提出書類の様式は、西和賀町観光協会ホームページ掲載の交付要綱にあります。なお、連絡いただければ必要書類を郵送します。
